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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

① 評価の充実に関する目標

中 ○研究・教育・業務運営に関する恒常的な評価組織を設置する。
○統一的な点検・評価項目を定め、定期的に評価を実施するとともに、その結果を公表する。

期

目

標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト

状況
中期計画 平成19年度計画

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（自己点検・評価の改善に関す （平成16～18年度の実施状況概略）
る具体的方策） ○ 平成１７年度には「各種教育研究活動データの ○ 教育・研究等評価センターで
【４８】 効果的な活用法検討プロジェクト」に参画して総 は、平成１９年度に作成した集
○ 平成17年度に、点検・評価の 合情報基盤機構、総合研究機構等と連携し、学内 計システムをより有益に活用す
ための学内ファイリングシステ における各種教育研究活動データの適切で効果的 るための検討を継続する。
ム等を構築するための「点検・ な情報共有、情報発信、情報保護等について検討
評価電子化推進プロジェクト」 した。そこでは、「教員活動報告書」をはじめとす
を設置し、できるだけ早期に当 る学内の各種データの状況を把握し、主にデータ
該システムを構築する。 Ⅲ の共有に関する技術的可能性について議論し、プ

ロトタイプシステムの作成を提案した。平成１８
年度には上記「プロジェクト」に引き続き参画し、
学内における各種教育研究活動データの共有化に
向けた技術的検討のために、「教員活動報告書」お
よび「学内総覧」の入力を共通にするプロトタイ
プの構築に協力した。同プロトタイプの試用によ
り利用効果の検討を行った。その結果にもとづき、
今後の学内統合データベースのあり方について議
論し、提言を行った。

（平成19年度の実施状況）
【４８、３２】 【４８、３２】
○ 教育・研究等評価センターでは、教育 ○ 平成１６年度から１８年度までの３年間にわた
・研究活動の点検・評価のための「教員 って収集した「教員活動報告書」データをより有
活動報告書」データのファイリングシス 効に活用できるように、そこから必要な情報を選
テムの構築を進めるとともに、各種学内 Ⅲ び出して集計できるシステムを作成した。これに
データベースとの連携について協力する。 よって、組織単位ごとのデータの集計など、様々
（再掲） な観点からの点検・評価の需要にスムーズに対応

できる独自のシステムが構築され、各種学内デー
タベースとの連携ができる態勢を整えた。

(評価結果を大学運営の改善に活 （平成16～18年度の実施状況概略）
用するための具体的方策) ○ 平成16年度、17年度に他大学を視察し、点検・ ○ 教育・研究等評価センターで
【４９】 評価の情報収集を行うとともに、本学における点 は、引き続き点検・評価の結果
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○ 平成16年度に設置する「教育 検・評価とそのための情報分析、およびその結果 を大学運営に反映させるシステ
・研究等評価センター」におい を大学運営に反映させるシステムの構築をおこな ムの改善に努める。
て「業務運営評価部門」が、点 ってきた。具体的には平成17年度から評価センタ
検・評価、及びそのための情報 ーの「教育評価部門」、「研究評価部門」、「業務評
分析を担当し、平成17年度まで Ⅲ 価部門」においてそれぞれの分野における中期計
に、点検・評価の結果を大学運 画の年度計画の進捗状況の点検・評価を行い、そ
営に反映させるシステムを構築 の結果を学長に報告するとともに、全学運営会議
する。 に報告し、大学運営および部局運営に反映させる

システムを構築した。

（平成19年度の実施状況）
【４９】 【４９】
○ 教育・研究等評価センターでは、引き ○ 前年度に引き続き評価センターにおいて中期計
続き点検・評価の結果を大学運営に反映 画の年度計画の進捗状況の点検・評価を行い、そ
させるシステムの改善を行う。 の結果を学長に報告するとともに、全学運営会議

Ⅲ に報告した。また本年度より、評価担当副学長が
おかれ、学長室会議等を通じて大学運営により直
接的に反映させ。また、教育・研究に関わる懸案
を審議する全学評議会に評価センター長も出席し、
点検・評価結果を直接報告し、審議することがで
きるようになった。これらのことにより、点検・
評価結果が大学運営および部局運営により良く反
映させるようシステムが改善された。

【５０】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○平成17年度末までに、教員の ○ 16年度は、「教員活動報告書」による教員個人 ○ 教育・研究等評価センターで
大学運営への貢献、教育研究の の評価方法を検討するため、教員評価を先んじて は、各部局において、高い評価
業績、社会貢献等に対する評価 実施している大学、評価委員会や業務・評価セン を受けた教員に対する支援体制
システムを構築するとともに、 ターを設置している大学を視察し、情報を収集し が、前年度の検討結果に基づい
その結果を踏まえて、平成１８ た。海外では、教員評価方法の進んでいる米国の て整備され、具体的支援が実施
年度から、優れた教員に対する ジョージア大学、ケンタッキー大学を視察し、学 されているかどうかを引き続き
支援方策を検討し、平成１９年 Ⅲ 科レベルでの教員評価の方法を学んだ。これらの 点検する。
度には支援体制を整備し、具体 成果と評価センター設置準備室が設計した「教員
的支援を実施する。 活動報告書」の評価項目をもとに、市販ソフトに

よる教員活動報告書の試験データ収集を実施した。
○ 17年度は、より全学的な教員の教育研究活動の
評価方法を開発するために、16年度に試行した教
員活動報告書と本年提出された教員活動報告書に
記載された内容を比較・精査した。また、他大学
への出張調査を行った。これらを踏まえ、教員の
個人評価の方針と実施要項を策定し学長に提出し
た。学長は評価センター案を教育研究評議会で審
議した。また、教員各人が提出する教員活動報告
書に基づく「教員活動評価の方針」と「教員活動
評価の実施要項」を作成した。
○ 18年度 「教員活動評価の基本方針」と「教員
活動評価の実施要項」に即して、全学規模で本格
的な教員活動報告書の提出を実施した。また、各
部局（部局長等）は、自ら定めた教員活動評価の
実施要領により、教員活動報告書のデータを利用
して、教員個人の教育研究活動の評価を実施した。
各部局から寄せられた教員活動報告書に対する改
善要望について検討を行い、入力システムを改善
した。評価センターは「教員活動評価の基本指針」
の第６項「評価の活用」において、「部局長等は、
特に高い評価を受けた教員に対し、その活動の一
層の向上を促すために支援等の適切な措置を行う」
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と明記している。平成18年度にはこの方針に従い
高い評価を受けた教員に対する支援策をとるよう
各部局に対し指示した。

（平成19年度の実施状況）
【５０】 【５０】
○ 教育・研究等評価センターでは、各部 ○ H19年度には、各部局で高い評価を受けた教員
局において、高い評価を受けた教員に対 Ⅲ に対して具体的にとった措置について報告を求め
する支援体制が、平成18年度の検討結果 た。また、全学レベルでは高い評価を受けた教員
に基づいて整備され、具体的支援が実施 に対して長期研修制度で経費の一部を支給するこ
されているかどうかを点検する。 ととなった。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供

② 情報公開等の推進に関する目標

中 ○学内における情報の一元的管理を行う。
○大学の広報機能を強化する。

期

目

標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト

状況
中期計画 平成19年度計画

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（大学情報の積極的な公開・提 （平成16～18年度の実施状況概略）
供及び広報に関する具体的方策） ○ (平成16年度)平成１6年４月にセクハラのリー ○ 年度計画なし。
【５１】 フレットを作成し、学内外に周知・公表。また、
○ 平成16年度に、セクシャルハ １２月には、全教職員を対象に臨床心理士を招聘
ラスメントの防止を含め、教職 してセクハラ防止のための研修会を開催。
員が守るべきガイドラインを定 ○ (平成17年度)新任の相談員を対象に「本学のセ
め、学内外に周知・公表する。 クハラ防止体制等」「相談員の業務」「セクハラ対

応の基本」等の講習会を実施した。
Ⅲ ○ (平成17年度)新任の受付担当者を対象に「本学

のセクハラ防止体制等」「相談員の業務」「セクハ
ラ対応の基本」等の講習会を実施した。
○ (平成17年度)セクハラ問題の担当者を「セクシ
ュアル・ハラスメント問題解決に向けたワークシ
ョップ」に参加させ、問題解決・問題を未然に防
止するためのノウハウを学び、スキルアップを図
った。
○ (平成17年度)全学教職員を対象に、「人権及び
セクシュアル・ハラスメント防止に関する講演会」
を実施した。
○ (平成18年度)埼玉県人権推進課講師及び本学相
談員による「人権及びセクシュアル・ハラスメン
ト防止に関する講演会」を開催し、人権侵害やセ
クシュアル・ハラスメント防止のため、本学構成
員が認識すべき事項について周知を図った。 ※
平成18年12月7日開催：受講者約１００名

（平成19年度の実施状況）
【５１】 【５１】
（平成16年度にセクシャルハラスメント ○ 埼玉県人権推進課講師及び本学相談員による
に関するガイドラインを定めて周知・公 Ⅲ 「人権及びセクシュアル・ハラスメント防止に関
表し、毎年度、教職員に対する講演会等 する講演会」を開催し、人権侵害やセクシュアル
を実施しているため、19年度は年度計画 ・ハラスメント防止のため、本学構成員が認識す
なし） べき事項について周知を図った。 ※平成19年12



- 58 -

埼玉大学

月5日開催：受講者約60名

【５２】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 平成16年度に、産学連携の相 ○ 総合研究機構は、産学官連携ポリシー（１８． ○ 年度計画なし。
手方との関係において教員が守 ４．２６制定）、利益相反マネジメントポリシー（１
るべきガイドラインを定め、学 ８．７．１３制定）、利益相反マネジメント規程（１
内外に周知・公表する。 ８．７．１３制定）などの規程等を作成し、学内

Ⅲ 外へ周知・公表を行った。

（平成19年度の実施状況）
【５２】 【５２】
（産学官連携及び社会貢献の推進を適正 ○産学連携の相手方との関係において教員が守る
・効果的に行うため、平成17年度に利益 Ⅲ べきガイドラインの啓蒙活動（説明会開催など）
相反マネジメントポリシー及びそれに基 と、利益相反マネジメントを円滑に行った。
づく規程を定めて周知・公表するととも
に、規程に基づく措置を実施しているた
め、19年度は年度計画なし）

【５３】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 大学の持つ知的情報を一元的 ○ 16年6月、学長の諮問を受けて「全学IT基盤構 ○ 総合情報基盤機構では、平成
に把握し、データベース化を推 築検討プロジェクト」を発足（主査：前川総合情 19年度から本格運用開始のSUCRA
進し、社会の求めに応じて情報 報処理センター長）、検討の結果、全学的視野に立 （埼玉大学学術情報発信システ
を適切に加工して提供するなど、 ったIT・学術情報基盤の整備のための組織として、 ム）を通じて、本学の研究成果
大学と社会の間のインターフェ 図書館と総合情報処理センターを中核とする総合 等の学術情報発信及び情報公開
イス機能を持った組織を平成16 情報基盤機構（仮称）の設置について7月29日に学 を積極的に推進する。
年度に設置する。 Ⅲ 長に答申した。これを受け、10月に図書館と情報

メディア基盤センター（総合情報処理センターを
改組）を中核とする「総合情報基盤機構」が設置
され、その目的として「学術情報の収集・蓄積・
提供を行うこと」と明記された。18年1月には情報
メディア基盤センター長を主査とする「各種教育
研究活動データの効果的な活用法検討プロジェク
ト」が設置され、統一入力インターフェースプロ
トタイプの作成・試行等により情報共有を中心に
検討を行った。成果は19年1月に報告書「各種教育
研究活動データの効果的な利活用について」にま
とめられ、今後のあり方について技術的側面から
の提言を行った。
○ 本学の学術成果を登録し、電子的な手段を通じ
て学内外に公開するSUCRA（埼玉大学学術情報発信
システム）の試験運用を開始した。

（平成19年度の実施状況）
【５３】 【５３】
○ 総合情報基盤機構では、平成18年度に Ⅲ ○ 平成18年度に試験運用を開始したSUCRA（埼玉
試験運用を開始したSUCRA（埼玉大学学術 大学学術情報発信システム）の本格運用を通じて、
情報発信システム）の本格運用を通じて、 学術情報発信を推進する。（再掲）
学術情報発信を推進する。（再掲）

【５４】 （平成16～18年度の実施状況概略） ○平成17年度に作成した「広報
○ 平成16年度に、学外者や学生 １．広報機能強化の一環として学内の広報委員ほ プラン」の推進を図る。
も参加する「広報プロジェクト」 か同窓会連合会、産学交流協議会などからの学外 ○大学ホームページのエントリ
を発足させ、既存のホームペー 者、学生の代表者からなるプロジェクトを組織し ーページのリニューアルを行う。
ジ・広報誌等の点検・見直しを た。 ○広報委員会を廃止し、新たに
行うとともに、平成１７年度ま プロジェクトにおいては、現行の広報誌の見直 副学長をキャップとする広報室
でに、新たに電子化を軸とした しを行うほか、電子化を軸とした「大学広報プラ を設置し、広報業務の機動性を
「大学広報プラン」を策定し、 ン」を策定した。 図る。
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実施する。 「大学広報プラン」は①埼玉大学の良さをもっ
と社会へ ②見たい知りたい情報を速やかに ③

Ⅲ 効果的な広報活動を の３つをスローガンにＷ
ＥＢの再構築など具体策を取りまとめた。
２．広報プランの内容を踏まえ、大学ホームペー
ジのトップページのデザインを改善するなどリニ
ューアルを行った。
３．大学開放デーを実施するなど地域や外部に対
し大学を積極的にアピールした。
４．高校生（入学志願者）をメインターゲットと
した情報提供をコンセプトに広報誌を大幅に改善
した。
５．埼玉大学の教育研究、諸活動に関する情報交
換を目的とした埼玉県内報道各社との連絡会「埼
玉学術懇話会」を発足させ、地域社会に向けて積
極的に情報発信する環境を整えた。
○ 全学教育・学生支援機構では、平成19年度から
更新される予定の大学ホームページに合わせて、
在学生向けのホームページについてリニューアル
を行い、掲載項目及び内容についても更なる充実
を図った。
○ 19年3月導入の情報処理システムにおいて、大
学ホームページ等の発信を行うWebサーバを更新し
た。仕様策定にあたっては、従来各部局等が個別
に立てているWebサーバの統合を視野に入れ、バー
チャルドメインへの対応等自由度の高い運用がで
きるものとした。
○【平成18年度】教養学部では、平成１７年度に
作成した「広報プラン」に基づき以下の通り実施
した。１）学部案内、大学院案内、学部ニューズ
レターを作成した。２）他関連委員会と連携しつ
つ、大学説明会を企画・実施した（大学説明会for
Teachers、大学説明会、学部相談会）。３）大学

院説明会を企画・実施した。４）出張講義・模擬
講義を実施した。５）大学開放デー、埼玉大学便
り、埼玉大学概要など、全学の広報活動を全学広
報委員と連携しつつ、企画・実施あるいは作成し
た。６）公開講座類を企画・実施した（「With You
さいたま」と
の共催公開講座、さいたま市シニアユニヴァーシ
ティ大学院）。７）ホームページ部会を設けて学部
および大学院ホームページを管理し、記載内容更
新・デザインの変更を行うと共に、各種委員会・
教員個人によるホームページの開設・維持を支援
した。広報委員会メールアドレスを管理し、外部
からの問い合わせに対応した。８）ＦＭ浦和放送、
川越高校内ガイダンス中央ゼミナール「編入・大
学院フェア（社会人入試含む）説明会」等による
広報活動を実施した。
○教育学部では、「広報プラン」をもとに学部独自
の広報戦略を毎年度策定し、これに基づいて、学
部広報委員会は、学部広報コンセプトの刷新を図
って、斬新な事業活動を展開してきた。
○ 学部入試広報戦略にそって、県内・県外高校を
延６７校、３予備校（平成17年度22校、平成18年
度４３校、３予備校）を訪問し、積極的な学部説
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明を展開した。
○ 出張講義には、すべての教員が参加するシステ
ムをつくり、延べ５４校の出張講義、大学見学13
件に対応した。
○ 経済学部では、平成16年度以前より、学部独自
のサーバーを設置し、学部サイト（WEB)を通した
積極的な広報活動を行っている。平成17年以降も、
全学で作成した「大学広報プラン」に基づき、既
存のホームページの点検・見直し等を行い、新し
い入試体制や特色ある教育のアピールなど、学外
者に対する経済学部広報に力を入れるとともに、
学部シラバスの電子化や学習支援システム（休講
・補講連絡システム）といった在学生に対するサ
ービスの向上も積極的に行った。また、アドミッ
ション委員会と、入試情報の正確かつ迅速な公開
方法を含む効果的な広報活動実施のための検討会
議を行った。さらに、平成17年度より放送されて
いるFM浦和の「キャンパスインフォメーション」
において、経済学部の入試方法やカリキュラム内
容、および学部主催の各種イベントの宣伝等、メ
ディアを通じた積極的な広報を行った。平成18年
度から経済学部が参加した「大学開放デー」では、
地域市民が関心を持つテーマでシンポジウムを開
催するとともに、経済学部の紹介も行った。
○ 理学部では、広報委員会が学部ＨＰの更新を毎
月定期的に行い、適切な広報活動を行なった。
○ 工学部では、ホームページの充実、学部案内の
充実などの広報プランを実施した。

（平成19年度の実施状況）
【５４】 【５４】
○ 平成17年度に作成した「広報プラン」 ○ 大学ホームページについて、各学部・研究科の
の推進を図る。 ページの共通コンテンツの整理、メニュー配置位

置の統一、大学カラーに合わせた色彩デザインの
変更など更なるリニューアルを行った。
○ 全学教育・学生支援機構では、在学生向けのホ
ームページについてリニューアルを行い、掲載項

Ⅲ 目及び内容についても更なる充実を図った。また、
学生が頻繁にアクセスするWebシラバスやWeb履修
登録について、大学ホームページからアクセスす
るような工夫をし、学生が頻繁に大学ホームペー
ジにアクセスするようにした。さらに、「教養教育
に関する学生の満足度調査報告書」、「本学『卒業
生に関するアンケート』集計結果報告書」につい
ては、ホームページに公表し、学外者への閲覧に
供するとともに、今年度中に作成予定の「教養教
育に関する教員の意識・意見調査報告書」、「全学
教育に関する自己点検・評価報告書」についても
広報予定である。
○ 教養学部では、平成１７年度に作成した「広報
プラン」に基づいて、以下の通り実施した。
１）学部案内、大学院案内、大学院ポスター、学
部ニューズレターを作成した。
２）アドミッション委員会と連携しつつ、大学説
明会を企画・実施した（大学説明会for Teachers、
大学説明会、学部相談会）。
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３）アドミッション委員会と連携しつつ、大宮ソ
ニックシティカレッジおよび東京ステーションカ
レッジにおいて大学院説明会を企画・実施した。
４）出張講義・模擬講義を実施した。
５）埼玉大学便り、埼玉大学概要など、全学の広
報活動を全学広報委員と連携しつつ、企画・実施
あるいは作成した。
６）ホームページ部会を設けて学部および大学院
ホームページを管理し、記載内容更新・デザイン
の変更を行うと共に、各種委員会・教員個人によ
るホームページの開設・維持を支援した。広報委
員会メールアドレスを管理し、外部からの問い合
わせに対応した。
７）ＦＭ浦和放送、中央ゼミナール「編入・大学
院フェア（社会人入試含む）説明会」等による広
報活動を実施した。
○ 教育学部では、学部案内パンフレットのデザイ
ン、内容を大幅に改善した。
○ 解説音声入り学部案内パワーポイントを作成
し、これを宣伝用にCD化したものを、大学説明会、
出張講義、高校訪問で活用している。
○ 出前講義には全教員が対応するシステムが整備
された。
○ 学部宣伝用のクリア・ファイルを作成、配布。
○ オープン・キャンパスには全学部をあげて取り
組み、参加者を増やした。
○ 大学･学部見学7件、出張講義38高校に全講座が
対応した（12月14日現在）。
○ 学部広報委員会は、教育学部の宣伝パワーポイ
ント（音声入り）を作成し、これを各種大学説明
会で活用するとともに、高校訪問、出張講義など
の際に提供する活動を展開した。
○ 3高等学校からの学部見学、37高校での出張講
義、県外6高校への訪問説明、ハイスクールキャラ
バン企画として県内３校での大学説明会に参加し
た（12月14日段階）。
○「よみうり進学メディア カレッジコラージュ」
（読売メディアセンター発行、2007年6月25日、第
2号）に教育学部の宣伝を掲載した。
○ 経済学部では、平成19年度も引き続き「埼玉大
学広報プラン」に基づき、積極的かつ効果的な広
報活動の推進を図った。具体的には、第1に経済学
部の委員・委員会等が大学内外へ情報発信および
経済学部教員の研究・教育に関わる情報発信のた
めのコンテンツ作成を迅速かつ容易に行えるよう
に、経済学部wikiサーバーを立ち上げた。第2に、
学部ホームページについては、その2階層まで全学
統一化が全学広報委員会（Web再構築部会）の下で
図られることになり、そのためのデザイン決定、
コンテンツ整理を含む、再構築作業を行い、20年4
月公開を決定した。第3に今後の広報活動の重要性
に鑑み、広報体制の見直しについて、将来計画委
員会と議論し、広報委員会が20年4月実施に向けた
見直し案を策定した。第4に本年度もFM浦和の番組
「キャンパスインフォメーション」を通じて広報
活動を行った。
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○理学部では、 前年度に引き続いて広報委員会が
学部ＨＰの更新を毎月定期的に行い、適切な広報
活動を行なっており、内容的にも充実しつつある。
また、昨年より理学部だよりの定期刊行を続けて
おり、すでに5号になった。またラジオ放送により
各学科の研究と教育についての紹介が定期的に行
われている（FM浦和）。さらに、例年通り、アドミ
ッション委員会と広報委員会によるオープンキャ
ンパス（大学説明会）を開催し、受験生への情報
発信を行っている．また、広報委員会が「理学部
フェア2007」の開催を行い、地域への学部の活動
の理解を図った．さらに、平成19年11月17日(土)
に第1回ホームカミングを開催し、OB,OGへの活動
の紹介と大学運営への協力を求めた．学部HPに関
しては、再構築計画が進行中であり、理学部の（各
学部の）のHPと大学のHPのフォーマット統一する
（大学のHPの項目とデザインと同じようにする）
計画が本年度中に完了する予定。
○ 工学部では、引き続きホームページの充実を図
った。

【５５】 （平成16～18年度の実施状況概略）

○ 平成16年度に、図書館利用者 ○ 従来の図書館ホームページを、よりわかりやす ○ 年度計画なし。
の利便性の向上のためのホーム いスタイルに更新し、利用の便を図ることとし、1
ページを充実させる。 6年11月にホームページを更新し、ガイドを明解に

することで各種オンラインサービスの利用の便を
図った。

Ⅲ ○ また、図書館ホームページ上にシラバス掲載図
書及びその整備状況を周知する窓口を設けた。
○ いずれも１６年度中に整備を済ませた。
○ なお、図書館のホームページは随時更新中

（平成19年度の実施状況）
【５５】 【５５】
（平成16年度にシラバス掲載図書の整備
状況の掲載等により大幅な充実を実施し
たため、19年度は年度計画なし）

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
ウェイト付けなし。
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（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等

１．特記事項

【平成16～18事業年度】
（１）法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化を目指した、財政、組織、人
事等の面での特色ある取組
A自己点検・評価システムの確立

教育・研究・業務運営に関する恒常的な自己評価組織として、学長のリーダー
シップの下に平成16年に「教育・研究等評価センター」が設置された。このセンタ
ーでは教員活動報告をWebで収集・処理するための独自のファイリングシステムを立
ち上げ、平成16年度より教員活動報告の収集試行により改良を重ね、平成18年度に
教員活動報告の収集を本格的に実施した。これに基づき各部局は教員の教育・研究
等の活動の評価を実施した。なお、点検・評価のためのファイリングシステムは、
学内の総合情報基盤機構の教員総覧などデータベースと入力を共通にすることを目
指して協議・検討した。各部局における中期目標期間の年度計画の立案・実施につ
いても、平成17年度より点検・評価し、結果を各部局並びに学長に報告した。
B評価結果による大学運営の改善

中期計画の年度計画の進捗状況を点検・評価し大学運営の改善に資するため、
「教育・研究等評価センター」でシステム構築の上、平成17年度より点検・評価を
実施し、その結果を関係部局、全学運営会議及び学長に報告した。
C情報公開等の推進

大学情報の一元化と公開・提供の推進に関して、平成16年度に総合情報処理セ
ンターと図書館を一体化して「総合情報基盤機構」を立ち上げ、学術情報の収集・
蓄積・提供を推進することとした。

大学の広報機能強化を目指して、産学交流協議会など学外者や学生代表を含め
た「広報プロジェクト」を平成16年度に立ち上げ、平成17年度には「大学広報プラ
ン」を策定し、大学HPの充実、オープンキャンパスの実施などの取組を推進した。

（２）国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた、大学運営を円滑に進
めるための様々な工夫
A「教育・研究等評価センター」の設置とその活動

業務運営等の効率化と適切な教育・研究の推進のため、学内に中立的な評価機
関として「教育・研究等評価センター」を設置し、点検・評価を推進することとし
た。「教育・研究等評価センター」は教育、研究及び業務運営の3つの分野の評価を
行うため、教員に年度ごとに教員活動報告データを提供させ、収集・処理するシス
テムを構築した。このデータに基づき各部局で教員活動評価を行い、その結果を学
長に報告する体制を確立した。また、「教育・研究等評価センター」では中期目標期
間の年度計画とその実施の状況を独自に点検・評価し、中期計画の順調な実行を支
援した。

（３）自己点検・評価の過程で、中期計画・中期目標を変更する必要がある、ある
いは、変更について検討する必要があると考えられる場合は、その状況

該当なし

（４）中期目標の達成に向けて支障が生じている（あるいは生ずるおそれがある）
場合には、その状況、理由（外的要因を含む）

該当なし

【平成19事業年度】
（１）法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化を目指した、財政、組織、人
事等の面での特色ある取組
A教育・研究活動の点検・評価

「教育・研究等評価センター」は、平成16年度から3年間に亘り収集した教員活
動報告データの集計・処理を行い、教員活動報告の情報処理のシステムを構築した。
平成19年度はこれにより教員活動報告データに基づく教員の評価がなされ、人事考
課に用いられた。

教員活動報告書データのファイリングシステムは随時改良がなされ、学内の各
種データベースとの連携が検討されている。
B評価結果の大学運営への反映

中期目標期間の各部局等の年度計画の策定・実施に関して、「教育・研究等評価
センター」により点検・評価がなされ、各部局及び学長に報告された。平成19年度
より評価担当副学長が置かれ、また、センター長が全学運営会議に出席することな
り、点検・評価結果が一層的確に大学運営に反映されることとなった。
C知的情報の一元的把握と発信

「総合情報基盤機構」では、大学の教育研究活動のデータベースを一元的に集
約し情報発信するシステムの構築を検討し、「埼玉大学学術情報発信システム（SUCR
A）」の運用を開始した。「教育・研究等評価センター」の教員活動報告のファイリン
グシステムにあるデータベースとの連携を検討した。
（２）国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた、大学運営を円滑に進
めるための様々な工夫
A評価結果の利用

独立の点検・評価システムとして立ち上げられた「教育・研究等評価センター」
が教員活動の全般に亘り評価する体制を整備し、教育研究等の評価結果が教員の人
事考課に反映される段階にまで至った。また、各部局等の年度計画の策定・実施を
点検・評価し、結果をそれぞれにフィードバックするとともに学長に報告すること
により、年度計画の策定・実施の改善が図られた。
B情報発信システム

「総合情報基盤機構」の「埼玉大学学術情報発信システム（SUCRA）」が本格運
用となり、広報の有力なツールとなった。

（３）自己点検・評価の過程で、中期計画・中期目標を変更する必要がある、ある
いは、変更について検討する必要があると考えられる場合は、その状況

該当なし

（４）中期目標の達成に向けて支障が生じている（あるいは生ずるおそれがある）
場合には、その状況、理由（外的要因を含む）

該当なし

２．共通事項に係る取組状況

【平成16～18事業年度】
（自己点検・評価及び情報提供の観点）

（１）情報公開の促進が図られているか
国立大学法人としての大学情報は、年度計画、事業報告書、業務実績報告書、

監事意見、会計監査人の監査報告等、大学HPで積極的に公開されている。さらに、
「教育・研究等評価センター」としての年度計画評価等は「教育・研究等評価セ
ンター」のHPで学内に公開されている。大学の広報活動を促進するため、平成17
年度に「大学広報プラン」を策定し、大学関係情報の迅速で十分な公開に努めた。

総合情報基盤機構では、平成18年度に学術情報の発信システムとしてSUCRA(埼
玉大学学術情報発信システム）を立ち上げ、試験運用を開始した。大学広報プラ
ンでは、大学HPの更新充実、オープンキャンパスの開催、広報誌の改善などを行
った。
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（２）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
毎年度の評価結果は全学運営会議、教育研究評議会等で報告されるほか、Web上

で全教職員に通知され周知されている。指摘のあった事項等は着実に改善がなさ
れている。すなわち、平成16年度評価結果で指摘のあった常勤職員の30名の削減
計画、人事評価システムの整備・活用、2機構１センターの効果的な機能化、監事
監査結果による業務運営改善、平成17年度評価結果に指摘のあった人件費削減達
成、監事監査および経営協議会指摘事項の業務運営への反映等は全て次年度以降
に達成された。

【平成19事業年度】
（自己点検・評価及び情報提供の観点）

（１）情報公開の促進が図られているか
国立大学法人としての大学情報は、年度計画、事業報告書、業務実績報告書、

監事意見、会計監査人の監査報告等、大学HPで積極的に報告されている。さらに、
「教育・ 研究等評価センター」としての年度計画評価等は「教育・研究等評価セ
ンター」 のHPで学内に公開されている。

総合情報基盤機構が平成18年度に試験運用を開始した学術情報の発信システムS
UCRA(埼玉大学学術情報発信システム）は平成19年度に本格運用に移行した。大学
広報プランでは、大学HPの更新充実、オープンキャンパスの開催、広報誌の改善
などを継続して行った。

以上、自己点検・評価結果を始めとする大学情報は公開され、一層の公開の進
が図られている。

（２）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
当該評価結果は全学運営会議、教育研究評議会等で報告されるほか、Web上で全

教職員に通知され周知されている。指摘のあった事項等は着実に改善がなされて
いる。平成18年度評価結果で指摘のあった規程改正規程の整備及び点検・評価の
ための学内ファイリングシステムの構築については、直ちに整備・構築の作業を
行い、平成19年度に達成された。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他の業務運営に関する重要事項

① 施設整備の整備・活用等に関する目標

（良好なキャンパス環境を形成するための基本方針）
中

○施設設備の整備計画を策定し、効果的整備を促進するとともに、施設設備の有効利用を推進する。
期

目

標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト

状況
中期計画 平成19年度計画

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（施設等の整備に関する具体的 （平成16～18年度の実施状況概略）
方策） ○【平成１６年度】キャンパス情報ネットワーク ○ サテライトについて、県・市
【５６】 を利用した「施設利用・点検評価システム」を稼 とも協議しつつ検討を行う。
○ 全学の施設・設備の利用実態 働させ、それを利用して全学の講義室の活用状況 ○ 19年度に行った施設パトロー
の点検・評価を平成16年度に実 等について点検調査を実施し、講義室の有効活用 ルの結果に基づいて作成した年
施し、これに基づき、平成17年 の促進に資する基礎資料を作成し、分析した。 度計画による施設整備を実施す
度に現行の整備計画の見直しを ○【平成１７年度】副学長を座長とし、学外有識 ると共に、施設パトロールを継
図る。有効利用の推進及びプリ 者もメンバーに加えてキャンパスマスタープラン 続する。
メンテナンス等をも考慮した長 検討ワーキングを発足させ、平成18年度上期を目 ○ 平成19年度に策定した設備マ
期計画を策定し、長期的視点か 標に、施設や環境整備に関してのキャンパスマス スタープランに基づき、さらに
ら見た施設・設備の効果的整備 Ⅲ タープランを策定すべく精力的に議論を進め、お 計画的・継続的な整備を考慮し
を図る。 おむね論点は出尽くし、議論の集約をみたので、1 た設備マスタープランを策定す

8年3月に素案としてまとめた。 る。
○【平成１８年度】平成18年6月に作成したキャン
パスマスタープランの素案について、その内容を
更に充実させるための検討を行い、「埼玉大学キャ
ンパスマスタープラン2007」を策定した。概算要
求資料としてキャンパスマスタープランを文部科
学省へ提出しており、同プランに基づくものとし
て、平成18年度補正予算において教育学部Ａ・Ｂ
棟改修が予算措置された。また、設備マスタープ
ランに基づくものとして、19年度予算において特
別教育研究経費による設備費（１件）が予算措置
された。

（平成19年度の実施状況）
【５６－１】 【５６－１】
○ 文部科学省が定めた第2次国立大学等 ○ 理事を室長とし、学外有識者もメンバーに加え
施設緊急整備5か年計画に基づき策定し Ⅲ てキャンパス整備管理室を設置しキャンパスマス
た、第2次埼玉大学施設緊急整備5か年計 タープランとの整合を図り、第2キャンパスについ
画について、平成18年度に策定したキャ て検討を行った。
ンパスマスタープランとの整合性を図り、
施設整備を推進する。
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【５６－２】 【５６－２】
○ 平成18年度に開始した施設パトロール ○ 施設パトロールを実施し、その結果に基づき、
を継続して実施するとともに、その結果 Ⅲ 施設整備を実施した。
に基づき、目的積立金の取り崩し等によ
り、施設整備の効果的整備を推進する。

【５６－３】 【５６－３】
○ 平成18年度に行った環境調査の結果に ○ 平成１８年度に策定した設備マスタープランに
基づき、環境整備を実施するとともに、 基づき、設備整備の取組状況、課題、検討状況を
環境調査を継続する。 Ⅲ さらに整理するとともに、「埼玉大学教育・研究基

盤設備整備計画」の見直し、計画的、継続的な設
備整備の取組みとして、設備導入、更新、維持の
考え方や、設備整備の財源を自助努力によるもの
と概算要求によるものをまとめた。

【５７】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 独創的・先端的研究を目指す ○【平成１６年度】大学院総合研究施設等の整備 ○ 教養学部の建物改修におい
拠点として、流動的・弾力的利 を検討しているが、平成16年度においては、補正 て、全学的に利用出来る共同研
用のできる大学院総合研究施設 予算で総合教育棟（旧共通研究棟）の大規模改修 究スペースの確保に努める。
等の整備計画を立て、人文社会 整備を実施することとなったことから、この改修
系大学院の狭隘化の解消や理工 整備において、有効利用の観点から面積再配分を ○ 総合研究機構では、引き続き
系大学院の共用研究スペースを 行い、流動的・弾力的利用ができるプロジェクト 研究スペースの活用に努める。
確保することにより、実験研究 研究・実験室及び大学院が狭隘であった教養学部
スペースの拡充を図るとともに、 のスペースを確保した。
研究拠点の整備を図る。 ○【平成１７年度】 総合教育棟の大規模改修整備

において、5階フロアー全てを、新たに流動的・弾
力的利用のできる全学研究スペースとして確保し
た。
○【平成１８年度】総合教育棟の実験室及び研究
スペースを研究の推進のために貸与している。ま
た、その一部をグローバルCOE プロジェクト用及

Ⅲ び教育学部の改修に際して必要とされる実験室用
に留保している。
○ 平成17年度は、総合教育棟を改修し、研究スペ
ース（714㎡）を整備確保し、実験機器も整備した。
○ 総合教育研究棟の実験室並びに研究スペース
を、研究の推進のために貸与した。（１８年度は１
５室のうち７室の貸付を行っている）また、その
一部をグローバルＣＯＥプロジェクト用と教育学
部の改修に際して必要とされる実験室用に留保し
た。
○ １８年度は、延べ５１室８，６７８千円の使用
料実績があった。

（平成19年度の実施状況）
【５７－１】 【５７－１】
○ 教育学部建物の改修において、全学的 ○ 総合研究棟(教育系）旧教育学部Ａ棟・Ｂ棟の
に利用できる共同研究スペースの確保に Ⅲ 改修において、研究室・実験室の集中化を図ると
努める。 共に、全学共用のスペース及びプロジェクト研究

のスペースを2539㎡確保した。

【５７－２】 【５７－２】
○ 総合研究機構では、教育機構棟の研究 ○ 教育機構棟の研究スペースを、独創的・先端的
スペースを、独創的・先端的研究のため Ⅲ 研究のために活用した。
に活用する。

【５８】 （平成16～18年度の実施状況概略）
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○ 施設の老朽・狭隘化に緊急に ○【平成１６年度】本学の施設緊急５か年計画（平 ○ 施設の老朽・耐震の観点から
対応するため、大規模改修や新 成13～17年）に基づき、昭和56年以前の主要な老 教養学部棟の大規模改修、第一
増築等の年次計画を立て、教育 朽建物を対象に、耐震診断優先度の高い建物から 体育館及び本部棟の大規模改修
研究環境の改善を図る。 年次計画で耐震診断を実施し、大規模改修の優先 を推進する。

度を検討した。優先度の高かった総合教育棟（旧 ○ 平成19年に引き続き大規模改
共通研究棟）について、16年度補正予算で大規模 修や新増築等を検討するための
改修整備を実施することとなった。 耐震診断(2次診断）を実施する。
○【平成１７年度】総合教育棟の大規模改修整備

Ⅲ として、耐震補強及び全学教育・学生支援機構の
ワンストップサービスコーナーの設置、全学研究
スペースの確保、教養学部の教員・院生スペース
の改善等を行った。大規模改修や新増築等を検討
するため、経済学部棟及び教養教育1号館の耐震診
断を実施するとともに、平成18年度耐震診断計画
を策定した。経済学部棟及び教養教育1号館の身障
者トイレを増設するなどの改修を行い、教育研究
環境の改善を図った。また、平成18年度における
教養学部棟のトイレ改修計画を策定した。教育学
部の研究教育条件改善のため、1階部分を改修する
とともに、地震対策としてガラス窓にフィルムを
貼り、安全対策を講じた。営繕事業について年次
計画を策定した。平成18年度実施が予算化された
教育学部附属中学校の大規模改修整備の実施設計
を行った。
○【平成１８年度】附属中学校の大規模改修整備
を実施した。また、特別教室棟の改修について、
平成18年度補正予算で予算化され、設計に着手し
た。本部管理棟及び電気電子システム工学科１号
館の耐震２次診断を実施した。附属養護学校の体
育・技術棟の耐震改修整備を発注した。教養学部
棟のトイレ改修工事を実施した。教養学部棟の老
朽化したエレベータのリニューアルを実施した。
財務部施設課において、構内環境調査を実施して
調査報告書に取りまとめ、これに基づき、雨水枡
の改修、舗装用のブロックに凹凸のある箇所の補
修工事等を実施した。

（平成19年度の実施状況）
【５８－１】 【５８－１】
○ 施設の老朽・狭隘化に対応するため、 ○ 附属中学校の、特別教室棟の大型改修を実施し
附属中学校の第Ⅱ期大規模改修整備を推 Ⅲ た。
進する。

【５８－２】 【５８－２】
○ 大規模改修や新増築等を検討するため ○ 工学部講義棟、特別支援学校中・高管理棟の耐
の耐震診断（2次診断）を推進する。 Ⅲ 震２次診断を実施した。

【５８－３】 【５８－３】
○ 営繕事業計画に基づき、経済学部棟エ ○ 経済学部研究棟の老朽化したエレベータのリニ
レベータ改修等を実施する。 ューアルを実施した。

○ 総合研究棟(教育系）旧教育学部Ａ・Ｂ棟の大
規模改修を実施した。

Ⅲ ○ 機械棟変電所の老朽化した高圧盤を更新した。
○ 共通教育1号館のトイレ改修工事を実施した。
○ 財務部施設管理課において、構内施設パトロー
ルを実施して調査報告書に取りまとめ、これに基
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づき、雨水枡の改修、舗装用のブロックに凹凸の
ある箇所の補修工事等を実施した。

【５９】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 事業の実施に当たっては、PF ○【平成１６年度】ＰＦＩ事業について、他大学 ○「学生宿舎設置検討ＷＧ」の
I事業等新たな整備手法の導入に の実施例を参考に導入について検討した。また、 検討結果を踏まえ、具体的な整
積極的に取り組む。 従来から開設している２件のサテライトキャンパ 備の検討を進める。

ス（大宮ソニックシティカレッジ、東京ステーシ
ョンカレッジ）の様な学外施設の活用を、新たな
整備手法として検討した。16年度補正予算による
総合教育棟改修に際して、学生支援窓口の一元化
を図るためのワンストップサービスを行う等のた

Ⅳ め、学生サービスの観点から検討を行い、設計に
反映させた。さらに、学生支援に必要な既存学生
寄宿舎の施設・設備について点検し、これと関連
して、国際的な文化交流の一層の推進を図るため、
日本人学生と留学生の混住方式の学生寄宿舎とす
べきかについて検討した。
○【平成１７年度】大学会館１階について、学生
・教職員の福利厚生の充実を図るため、内装等改
装経費を出店者が負担して、コンビニエンス・ス
トアに改修した。他大学のPFI事業の実態を調査し、
それぞれの事業の実施に当たっての問題点につい
て検討した。体育施設については、有限責任事業
組合(LLP)を活用して整備することについて検討
し、具体的計画を経営協議会に提出し、出された
意見を踏まえた計画の下で、平成18年度の前期に
ＬＬＰが設立される予定である。
○【平成１８年度】戦略企画室に「運動施設改修
・開放ＷＧ」を設けて検討した結果を踏まえ、運
動施設の改修と維持管理を外部資金により実施す
ることとし、「埼玉大学運動施設維持管理開放事業
の諸条件」を一般に公募して、コンペにより業務
委託業者１グループを選定した。同グループの外
部資金による第１次的な整備事業として、グラン
ドに２基の時計塔を設置した。戦略企画室に「学
生宿舎設置検討ＷＧ」を設置し、学生寮の整備手
法の検討を開始した。平成18年4月にコンビニエン
スストアが大学会館１階に開店し、学生及び教職
員の福利厚生に寄与している。この内装等改修経
費は、出店者が負担した。第２学生食堂２階部分
のアスベスト撤去工事に合わせ、２階購買部分の
リニューアルを実施した。その際、空調設備、照
明設備工事については、生協からの寄附により実
施した。

（平成19年度の実施状況）
【５９－１】 【５９－１】
○ 引き続き、新たな整備手法の導入につ Ⅲ ○ 戦略企画室に「学生宿舎設置検討ＷＧ」を設置
いて検討する。 し、学生寮の整備手法に関して検討した。

【５９－２、６３】 【５９－２、６３】
○ 外部資金を活用したＬＬＰ等による運 ○ 外部資金を活用したＬＬＰ等によりテニスコー
動施設の改修について実施を図る。 Ⅳ ト６面を整備し、寄附物件として受け入れた。
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【５９－３、６３】 【５９－３、６３】
○ 学生寮の整備について、借入金制度を ○ 戦略企画室に設置した「学生宿舎設置検討ＷＧ」
導入する等の方策を検討する。 Ⅲ で、学生寮の長期借入金による整備について検討

した。

【６０】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ キャンパス全体がコミュニケ ○【平成１６年度】教職員による学内一斉清掃実 ○「環境美化推進連絡会」を継
ーションの場として機能し、魅 施に当たり、学生の参加を呼びかけて実施した。 続し、構内環境の維持改善を推
力ある豊かな環境を形成するた この結果、学内構成員の学内美化に関する意識が 進する。
め、維持改善等を図る。 高まりつつあり、ほとんどの学部で、学生も参加

して実施された。
○【平成１７年度】大学構成員の一人一人がキャ

Ⅳ ンパスを大切にする意識の向上を図るため、教職
員と学生が連携して校内清掃を実施した。また、
放置自動車、放置自転車を撤去し構内の美化に努
めた。「埼玉大学再構築計画」に沿って、モニュメ
ントの設置、正門の埼玉大学表札の取り替え、バ
ス停の整備等、正門付近の整備を一体的に実施し
た。大学会館１階をコンビニエンス・ストアに改
修し、西側の外構にウッドデッキを設置するなど、
学生及び教職員等のための環境改善を図った。教
育機構棟周辺の環境改善を図るため、外構を整備
した。構内標識看板類を整理し、環境改善を図っ
た。
○【平成１８年度】平成18年6月から、財務部財務
課管財係において、構内を巡回し環境美化パトロ
ール（毎週月曜日）を実施した。その結果をもと
に中央広場庭園灯の整備、樹木の剪定、漏水補修
等を行い、学内の環境改善を図った。

（平成19年度の実施状況）
【６０－１】 【６０－１】
○ 大学構成員の一人ひとりがキャンパス ○ 大学構成員の一人一人がキャンパスを大切にす
を大切にする意識の向上を図るため、教 Ⅲ る意識の向上を図るため、教職員と学生が連携し
職員と学生が連携して行う美化運動を実 て校内清掃を実施した。また、財務部施設管理課
施する。 の指導監督のもと放置自動車、放置自転車を撤去

し構内の美化に努めた。

【６０－２】 【６０－２】
○ 環境美化パトロールを行い、構内環境 ○ 平成18年4月から、財務部施設管理課において、
の維持改善を図る。 構内を巡回し環境美化パトロールを実施した。そ

の結果をもとに、樹木の剪定、ゴミ集積場の整備
及び産業廃棄物集積所を新たに整備し、学内の環

Ⅲ 境改善を図った。
○ ごみの分別について、学内ホームページに掲示
する等により周知を図り、ごみの分別によるリサ
イクルの推進による処分経費の節減を図った。
○ 清掃等の常駐業者及びごみの収集業者等と「環
境美化推進連絡会」を毎週開催し、作業方法につ
いての改善指導を行い構内環境の維持改善を推進
した。

【６１】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 多様な利用者が安全かつ快適 ○【平成１６年度】ワーキンググループを設置し、 【事務局・財務部】
に利用できるように、バリアフ とるべき措置を列挙し、環境改善について検討し ○ 平成19年度の環境報告書の公
リー化の推進を図るとともに、I た。検討した内容は以下のとおりである。環境改 表に当たって、外部評価を取り
SO14001(国際標準化機構(ISO)が 善には、「光熱水量の削減」、「ゴミの排出抑制」、「コ 入れて環境改善計画の見直しを
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定める「環境マネージメントシ ピー用紙の削減及び再使用」等が考えられるが、I 図るとともに、平成20年度の環
ステム規格」)の認証の取得を視 SO14001取得に当たっては、全学として環境負荷を 境目標と行動計画の見直しを図
野に入れ、環境改善のための具 削減することや環境に配慮した活動に取り組むこ る。
体的な計画を策定する。 となどが、大学経営者の意思として明確に表さな

ければならず、また、取組開始から認証取得に至
るまでには以下の作業が必要である。①役員会等

Ⅲ による環境宣言（取得宣言）、②推進プロジェクト
の設置・取得サイトの決定、③システム導入計画
の作成、④環境方針、環境マニュアル、規程類の
作成・手直し、環境管理責任者、管理・監査組織、
関連委員会の整備、⑤環境影響調査、削減するた
めの目的・目標の設定、⑥環境マネジメントプロ
グラムの策定、⑦教育訓練等の実施、⑧実施及び
運用、⑨点検及び是正、⑩内部環境監査の実施、
⑪審査（事前審査、書類審査、初動審査、本審査、
判定）、⑫認証取得、⑬認証取得宣言。
○【平成１７年度】学内の環境改善を図るととも
にISO14001の認証取得を視野に入れた環境配慮の
取組体制を確立するため、環境委員会を設置し、
環境方針・環境配慮の計画として「環境に関する
埼玉大学の方針」を策定し、学内に周知した。総
合教育棟の大規模改修整備において、段差を無く
す、自動ドア・身障者用トイレ・エレベーターの
設置等、バリアフリー化を実施した。教育学部Ａ
棟玄関にスロープ・自動ドアを設置しバリアフリ
ー化を実施した。経済学部棟に身障者トイレの設
置を実施した。大学会館北側にスロープを設置し、
正門及びバス停からの利便性を図った。
○【平成１８年度】平成17年度の環境報告書を公
表した（18年9月）。また、環境改善に関する行動
計画を策定し、学内ホームページで公表し、周知
を図った。環境改善に関する行動計画の実施状況
について、チェックリストを作成し、月次確認を
実施した。大学会館前の点字ブロックを整備した。
バリアフリー化について生協等と打合わせを行い、
第２学生食堂玄関に自動ドアを設置するとともに
トイレを整備した。「さいだいスポット21」の移転
に伴い、総合研究機構棟玄関に自動ドア及びスロ
ープを整備した。電気電子システム工学科棟及び
機械工学科棟に自動ドアを設置した。保健センタ
ーに自動ドア及び身障者用トイレを設置した。教
養学部棟のエレベーター更新の際に、身障者対応
のエレベーターを導入した。身障者の受講のため、
教養教育棟各教室の固定机の一部を撤去し、可動
机に取り替えた。

（平成19年度の実施状況）
【６１－１】 【６１－１】
○ 平成18年度の環境報告書の公表を行う ○ 18年度の環境報告書を公表した。(19年9月）。
とともに、平成17年度に策定した環境目 また、２００７年度環境目標と行動計画を策定し、
標と行動計画の見直しを図る。 学内ホームページで公表し、周知を図った。

Ⅲ ○ 学内のバリアフリーマップを作成し、学内掲示
板および学内ＨＰに表示した。
○ 総合教育棟（教育系）の改修にあわせて、旧教
育学部Ｂ棟に身障者対応のエレベータを設置した。
○ 19年度環境目標と行動計画の確実な実現に向け



- 71 -

埼玉大学

て、各部局及び附属学校園に「環境推進委員」を
置き「環境負荷削減取組みチェックリスト」を利
用しての実施体制を取ることとした。

【６１－２】 【６１－２】
○ 経済学部棟のエレベータを車椅子対応 【事務局・財務部】
に改修する。 Ⅲ ○ 経済学部研究棟のエレベータを身障者対応に改

修した。

【６２】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 有効利用の更なる促進のた ○ 平成１８年度に、教養教育棟２号館情報教育室 ○ 年度計画なし
め、学部を超えた全学的視点か に、安全で安定したネットワーク環境と教育・実
らの共通講義室等の整備や情報 習に係る端末の入れ替えを行った。
化の進展に備えるための「マル ○ 平成１７年度に、教養教育棟１号館大教室（３
チメディア室」を設置し、高機 ０１教室）の設備として視聴覚機器（DVDプレーヤ
能化を図る。平成１７年度には Ⅲ ー・ビデオデッキ、プロジェクター等）を整備し、
その有効活用のための実施計画、 マルチメディア対応の教室として高機能化を図っ
施設の維持管理計画などの施設 た。これにより「座学＋実習」形態の教育が実施
マネジメントを策定する。 できるようになった。

（平成19年度の実施状況）
【６２】 【６２】
（19年度は年度計画なし） ○ 情報教育室は、主として情報教育科目「情報基

礎」の講義（「座学＋実習」）の実習として利用し
ている。 平成１９年度の講義数は前期１３本、
後期１０本の講義を開設した。

Ⅲ ○ 平成１７年度に高機能化した、教養教育棟１号
館大教室（３０１教室）では、講義のほか、各種
のイベント（説明会、講演会、セミナー、講習会
等）で利用している。 また、１９年４月から無
線LANの使用が可能となりインターネットへの接続
により授業での資料提示や情報収集等も可能とな
った。

【６３】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 学生支援、国際交流、地域貢 ○【平成１６年度】ＰＦＩ事業について、他大学 ○「学生宿舎設置検討ＷＧ」の
献等に必要な施設・設備は、学 の実施例を参考に導入について検討した。また、 検討結果を踏まえ、具体的な整
生（留学生を含む）や地域のニ 従来から開設している２件のサテライトキャンパ 備の検討を進める。
ーズを的確に把握し、これに応 ス（大宮ソニックシティカレッジ、東京ステーシ
じて検討を進め、既存施設の有 ョンカレッジ）の様な学外施設の活用を、新たな
効活用の視点から改修等に努め 整備手法として検討している。16年度補正予算に
る。 よる総合教育棟改修に際して、学生支援窓口の一

元化を図るためのワンストップサービスを行う等
のため、学生サービスの観点から検討を行い、設

Ⅲ 計に反映させた。さらに、学生支援に必要な既存
学生寄宿舎の施設・設備について点検し、これと
関連して、国際的な文化交流の一層の推進を図る
ため、日本人学生と留学生の混住方式の学生寄宿
舎とすべきかについて検討した。
○【平成１７年度】学生・教職員の福利厚生の充
実を図るため、大学会館１階を改修し、大学の情
報を発信するためのインフォメーションコーナー
の設置、コンビニエンス・ストアの開設、西側の
外構にウッドデッキを設置するなどを行い、平成1
8年4月にオープンした。全学教育・学生支援機構
の点検に基づき、老朽化した合宿所の改修、国際
交流会館の排水管改修等を実施した。利用環境の
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向上を図るため、図書館の空調設備を整備した。
大学の認知度向上を図るため、正門・守衛所屋根
及び敷地境界の主要な場所に、大学名の看板を設
置した。
○【平成１８年度】戦略企画室に「運動施設改修
・開放ＷＧ」を設けて検討した結果を踏まえ、運
動施設の改修と維持管理を外部資金により実施す
ることとし、「埼玉大学運動施設維持管理開放事業
の諸条件」を一般に公募して、コンペにより業務
委託業者１グループを選定した。同グループの外
部資金による第１次的な整備事業として、グラン
ドに２基の時計塔を設置した。戦略企画室に「学
生宿舎設置検討ＷＧ」を設置し、学生寮の整備手
法の検討を開始した。平成18年4月にコンビニエン
スストアが大学会館１階に開店し、学生及び教職
員の福利厚生に寄与している。この内装等改修経
費は、出店者が負担した。第２学生食堂２階部分
のアスベスト撤去工事に合わせ、２階購買部分の
リニューアルを実施した。その際、空調設備、照
明設備工事については、生協からの寄附により実
施した。

（平成19年度の実施状況）
【６３－１、５９－２】 【６３－１、５９－２】
○ 外部資金を活用したＬＬＰ等による運 Ⅳ ○ 外部資金を活用したＬＬＰ等によりテニスコー
動施設の改修について実施を図る。（再掲） ト６面を整備し、寄附物件として受け入れた。

【６３－２、５９－３】 【６３－２、５９－３】
○ 学生寮の整備について、借入金制度を ○ 戦略企画室に「学生宿舎設置検討ＷＧ」を設置
導入する等の方策を検討する。（再掲） Ⅲ し、学生寮の整備手法に関し、長期借入金による

整備について検討した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
（４）その他の業務運営に関する重要事項

② 安全管理に関する目標

中 ○労働安全衛生法に基づいた安全管理体制を構築し、事故防止等を図る。

期

目

標

進捗
判断理由（計画の実施状況等） ウェイト

状況
中期計画 平成19年度計画

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

（労働安全衛生法等を踏まえた （平成16～18年度の実施状況概略）
安全管理・事故防止に関する具 ○ (平成16年度)安全衛生委員会を設置した。安全 ○「安全衛生委員会」は関係法
体的方策） 衛生委員会による安全管理を実施した。安全対策 令及び学内規程に従って厳格な
【６４】 マニュアルの策定の検討を開始した。 安全管理を実施する。
○ 平成16年度に、「安全衛生委 ○ (平成17年度)全学の安全対策マニュアルを策定
員会」を設置する。「安全衛生委 し、公表した。毎月「安全衛生委員会」を開催し、
員会」は、学内各種業務の安全 産業医、衛生管理者及び衛生推進者から定期巡視
点検をすべて行うなど、関係法 の状況を報告させ厳格な管理を行っている。「国立
令に定められた業務を適切に行 Ⅳ 大学法人埼玉大学毒物及び劇物取扱要項」を改正
い、RI及び毒劇物等の取扱いに し、薬品管理システムにより管理を可能とし、同
ついての安全性の確保や一元的 システムの利用促進を図った。平成１７年度に衛
管理による厳格な安全管理を実 生管理者資格取得者は７名であった。累計資格取
施する。また、安全教育等を網 得者数は２６名。本学の 低必要人員は３名。
羅した、「安全対策マニュアル」 ○ (平成18年度)安全対策マニュアルを見直し、改
を策定し、学内に公開する。 定のうえ、公表した。安全衛生委員会の議事概要

を学内ホームページへ掲載し、周知した。安全衛
生委員会において、受動喫煙防止のため、喫煙場
所の見直しを行った。
○【平成１６年度】
構内の巡回によるルール違反車両への警告、違法
駐輪の多発する時期(4月・9月）における警備員の
増員による駐輪場への駐輪指導、休日前日及び休
日の夜間巡回の強化等を実施した。また、構内安
全管理の観点から構内放送設備を整備した。これ
らの取組みの結果、平成16年度に構内における交
通事故の発生はなかった。
○【平成１７年度】
①守衛による構内の巡回及び指導の徹底を推進す
るとともに、近隣の巡回を実施した。災害危機対
策を推進するため「災害危機対策室」を設置し、
災害危機対策に係る年次計画を策定するとともに、
次の災害危機対策を講じた。

・地震時の学内における液状化の検討
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・エレベーター内非常電話の設置・屋外緊急放
送設備の増設（6ヶ所）

・建物の耐震診断
・窓ガラス飛散防止フィルムの取付
・担架の設置
・防災時用拡声器及び救急箱の整備

②駐輪場の夜間照明器具を改良することにより、
駐輪場内の夜間の安全管理の徹底を図った。また、
駐輪場から外部道路への出入における事故防止を
図るため、出入口に注意喚起を促す看板を設置す
るなどの安全対策を講じた。なお、大学周辺の交
通環境の整備（横断歩道関係）について、警察に
要請を行った。必要に応じて学生指導担当教員に
よる学生指導を実施し、また、屋外緊急放送設備
を活用した学生指導を実施した。
○【平成１８年度】
安全衛生上の観点から、アスベスト入り機器什器
類の処分及び吹き付けアスベスト等の撤去を実施
した。埼玉大学施設パトロール実施要項を作成し、
交通安全の観点を含めた建物等の点検を行うとと
もに、修繕計画を策定した（平成18年4月～ 5 月）。
埼玉県警察本部・浦和西警察署及びさいたま市と
の折衝の結果、平成18年9月に、正門前交差点にお
ける横断歩道及び歩行者用信号の設置が実現した。
守衛所の受付窓口を従来の南側の他に西側にも設
けることによって、交通安全の監視体制を強化し
た。車庫前広場の大型バス駐車場への整備を図っ
た。国際交流センター北側に外灯を設置し、歩行
者の安全を図った。

（平成19年度の実施状況）
【６４】 【６４】
○「安全衛生委員会」は、引き続き関係 Ⅲ ○「安全衛生委員会」は、関係法令及び学内諸規
法令及び学内規程に従って厳格な安全管 程に従って、厳格な安全管理を実施した。
理を実施する。

（学生等の安全確保等に関する （平成16～18年度の実施状況概略）
具体的方策） ○【平成１６年度】構内の巡回によるルール違反 ○駐車場への案内等を徹底し、
【６５】 車両への警告、違法駐輪の多発する時期(4月・9月） 構内交通規則の遵守について周
○ 平成16年度から、既に実施し における警備員の増員による駐輪場への駐輪指導、 知徹底を図る。
ている構内交通規則のより一層 休日前日及び休日の夜間巡回の強化等を実施した。
の徹底を図る また、構内安全管理の観点から構内放送設備を整

備した。これらの取組みの結果、平成16年度に構
内における交通事故の発生はなかった。

Ⅳ ○【平成１７年度】守衛による構内の巡回及び指
導の徹底を推進するとともに、近隣の巡回を実施
した。駐輪場の夜間照明器具を改良することによ
り、駐輪場内の夜間の安全管理の徹底を図った。
また、駐輪場から外部道路への出入における事故
防止を図るため、出入口に注意喚起を促す看板を
設置するなどの安全対策を講じた。なお、大学周
辺の交通環境の整備（横断歩道関係）について、
警察に要請を行った。必要に応じて学生指導担当
教員による学生指導を実施し、また、屋外緊急放
送設備を活用した学生指導を実施した。災害危機
対策を推進するため「災害危機対策室」を設置し、
災害危機対策に係る年次計画を策定するとともに、
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次の災害危機対策を講じた。
・地震時の学内における液状化の検討
・エレベーター内非常電話の設置・屋外緊急放
送設備の増設（6ヶ所）

・建物の耐震診断
・窓ガラス飛散防止フィルムの取付
・担架の設置
・防災時用拡声器及び救急箱の整備

○【平成１８年度】埼玉大学施設パトロール実施
要項を作成し、交通安全の観点を含めた建物等の
点検を行うとともに、修繕計画を策定した（平成1
8年4月～ 5 月）。埼玉県警察本部・浦和西警察署
及びさいたま市との折衝の結果、平成18年9月に、
正門前交差点における横断歩道及び歩行者用信号
の設置が実現した。守衛所の受付窓口を従来の南
側の他に西側にも設けることによって、交通安全
の監視体制を強化した。車庫前広場の大型バス駐
車場への整備を図った。国際交流センター北側に
外灯を設置し、歩行者の安全を図った。安全衛生
上の観点から、アスベスト入り機器什器類の処分
及び吹き付けアスベスト等の撤去を実施した。

（平成19年度の実施状況）
【６５－１】 【６５－１】
○ 防災及び学生の安全確保の観点から、 ○ 特定駐車場の利用実態を調査し、身体障害者用
学内の特定駐車場の見直しを行う。 駐車場の整備を及び災害時の消防車輌等の緊急車

Ⅳ 輌の確保を図った。
○ 通行出口調査を行い、正面出口ゲート付近の歩
行者の安全性の確保を図りつつ、一般駐車場入出
経路について、構内入口ゲートと出口ゲートを守
衛所脇と大学会館脇とに分離し、対面通行を減ら
すことによる安全対策を図った。

【６５－２】 【６５－２】
○ 放置自転車・バイク等の整理を図る。 ○ 自転車駐車場から東門までを一方通行区間と

Ⅳ し、歩行者用通路を1.2ｍ確保し歩行者の安全対策
を図った。

【６６】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 盗難・事故等の防止のため、 ○【平成１６年度】セキュリティ対策の実施状況 ○ 避難訓練に加え、初期消火訓
平成16年度から、電磁自動ロッ を把握するため、実態調査を実施し、電算機室等 練や救助訓練を取り入れた防災
クシステム、入退室システム等 には、入退室システム等の導入などセキュリティ 訓練を実施する。
の導入などセキュリティ対策を 対策が実施されており、主要な建物の出入り口に ○ 各学部等において 適なセキ
検討し、平成17年度から順次実 は、電磁自動ロックシステム（カード鍵）が設置 ュリティシステムの導入を引き
施する。 されていることを確認した。また、セキュリティ 続き検討する。

対策の一層の充実について検討した。
○【平成１７年度】「国立大学法人埼玉大学毒物及

Ⅳ び劇物取扱要項」を改正し、薬品管理システムに
より管理を行うことを可能とし、同システムの利
用促進を図った。災害危機対策を推進するため「災
害危機対策室」を設置し、災害危機対策に係る年
次計画を策定するとともに、次の災害危機対策を
講じた。・地震時の学内における液状化の検討・エ
レベーター内非常電話の設置・屋外緊急放送設備
の増設（6ヶ所）・建物の耐震診断・窓ガラス飛散
防止フィルムの取付・担架の設置・防災時用拡声
器及び救急箱の整備。
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平成16年度に行ったセキュリティ対策の調査の結
果を踏まえ、各学部等において 適なセキュリテ
ィシステムの導入を検討している。17年度には、
総合教育棟にカードキー及び赤外線によるセキュ
リティシステムを導入した。「災害危機対策室」の
策定した災害危機対策に係る年次計画を踏まえ、
非常時の安全確保のため、構内6か所に非常放送ス
ピーカを設置する等の措置を講じた。
○【平成１８年度】「避難マニュアル作成の指標」
を作成した。また、震度４以上の地震時における
学内の被害状況を把握するための連絡体制を整備
した。地震時におけるエレベーターの安全を図る
ため、エレベーター内からの緊急通報システムを
設置した。全学一斉避難訓練実施に向けたリーダ
ー・サブリーダー講習会を実施し、各部局のリー
ダー・サブリーダーの地震災害に対する知識・災
害時の対応についての理解を深めた。全学一斉避
難訓練を実施（平成18年11月）し、「埼玉大学震災
対応ガイド」を配布するとともに、避難訓練に関
するアンケートを実施した。盗難等の事件発生に
対応した構内巡視の強化を図った（夜間２時間毎
を１時間半毎の巡視に改めた。）。科学分析支援セ
ンターに入退室管理システムを整備した。

（平成19年度の実施状況）
【６６－１】 【６６－１】
○ 各学部等において、 適なセキュリテ Ⅳ ○ 教育学部Ａ・Ｂ棟の大型改修に合わせ、電気錠
ィシステムの導入を引き続き検討する。 システムを導入した。

【６６－２】 【６６－２】
○ 地震等災害に備え、学生を含めた全学 ○ 平成１９年１１月２７日に全学一斉避難訓練を
一斉の避難訓練を実施するとともに、窓 実施し、指定された一時避難場所へ４０００人を
ガラスの飛散防止フィルムの取り付け等 Ⅳ 超える学生等が避難した。
の計画的整備を図る。 ○ 地震等災害に備え、窓ガラス飛散防止フィルム

の取り付けについて危険性の高い窓ガラスから優
先順位を付けて整備を図った。また、消火器の転
倒防止措置を実施した。
○ 地震等災害時における飲料水等の確保のため、
学内設置の自動販売機について、設置者と「災害
時における飲料提供に関する協定書」を締結し、
平成２０年４月から、災害時には災害対策本部長
の判断により、設置者から無償で飲料の提供を受
けることができることとした。

【６７】 （平成16～18年度の実施状況概略）
○ 平成16年度に、人権やセクシ ○ (平成16年度)平成１6年４月にセクハラのリー ○ 人権やセクシュアル・ハラス
ャルハラスメント等に関する教 フレットを作成し、学内外に周知・公表。また、 メント等に関する教育プログラ
育プログラムを作成し、毎年、 １２月には、全教職員を対象に臨床心理士を招聘 ムを基に、研修等を教職員に受
教職員に受講させる。 してセクハラ防止のための研修会を開催。 講させる。

○ (平成17年度)新任の相談員を対象に「本学のセ
クハラ防止体制等」「相談員の業務」「セクハラ対
応の基本」等の講習会を実施した。新任の受付担

Ⅳ 当者を対象に「本学のセクハラ防止体制等」「相談
員の業務」「セクハラ対応の基本」等の講習会を実
施した。セクハラ問題の担当者を「セクシュアル
・ハラスメント問題解決に向けたワークショップ」
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に参加させ、問題解決・問題を未然に防止するた
めのノウハウを学び、スキルアップを図った。全
学教職員を対象に、「人権及びセクシュアル・ハラ
スメント防止に関する講演会」を実施した。
○ (平成18年度)埼玉県人権推進課講師及び本学相
談員による「人権及びセクシュアル・ハラスメン
ト防止に関する講演会」を開催し、人権侵害やセ
クシュアル・ハラスメント防止のため、本学構成
員が認識すべき事項について周知を図った。 ※
平成18年12月7日開催：受講者約１００名

（平成19年度の実施状況）
【６７】 【６７】
○ 人権やセクシュアルハラスメント等に ○ 埼玉県人権推進課講師及び本学相談員による
関する教育プログラムを基に、研修等を 「人権及びセクシュアル・ハラスメント防止に関
教職員に受講させる。 Ⅲ する講演会」を開催し、人権侵害やセクシュアル

・ハラスメント防止のため、本学構成員が認識す
べき事項について周知を図った。 ※平成19年12
月5日開催：受講者約60名

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
ウェイト付けなし。



- 78 -

埼玉大学

（４）その他業務運営に関する重要事項に関する特記事項等

１．特記事項

【平成16～18事業年度】
（１）法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化を目指した、財政、組織、人
事等の面での特色ある取組
A施設設備の整備・活用

全学の施設・設備の利用状況を調査し、有効利用、プリメンテナンス等を考慮
した長期的な施設・設備の整備計画を進めるため、平成16年度に「施設利用・点検
評価システム」により全学の講義室の利用状況を調べ、講義室の有効利用を図った。
平成17年度には学外有識者も加えた「キャンパスマスタープラン検討ワーキング」
を発足させ、施設や環境整備を検討し、平成18年度に「キャンパスマスタープラン2
007」を策定した。これに基づき教育学部棟改修の概算要求を提出し平成18年度補正
予算で教育学部A・B棟の改修が予算措置された。

独創的・先端的研究を目指す大学院総合研究施設等の整備計画として、平成16
年度の総合教育棟改修によりプロジェクト研究実験室及び大学院文化科学研究科の
スペース確保を行った。改修により総合教育棟に確保された研究スペース714m2

は平成18年度に重点領域研究等に貸与された。
施設の老朽化・狭隘化に早急に対応するため、大規模改修等の年次計画を立て

教育研究環境の改善を図る施設緊急5カ年計画（平成13～17年度）に基づき、昭和56
年以前に建設された主要な老朽建物を対象に、平成16年度に耐震診断の上、大規模
改修を行う優先度を決定した。これに基づき、平成16年度補正予算で総合教育棟の
改修を実施した。大規模改修整備は、平成18年度には附属中学校が予算化され、続
いて附属養護学校の体育・技術棟の耐震改修工事がなされた。経済学部棟及び教養
教育1号館に身障者用トイレの増設、教養学部棟のトイレ改修工事、エレベータ更新
工事等が平成17、18年度になされた。

施設整備のためにPFI事業等新たな手法を導入することに関して、他大学の実施
例等を参考に平成16年度から検討を開始した。大宮ソニックシティカレッジ及び東
京ステーションカレッジの2件のサテライトキャンパス等学外施設の整備・活用、学
生寄宿舎施設の整備等の課題を検討した。学生・教職員の福利厚生の充実を目指し
て、平成17年度に大学会館1階を改装経費出店者負担でコンビニエンス・ストアに改
修した。当該コンビニエンス・ストアは平成18年4月に開店した。体育施設について
は、有限責任事業組合（LLP）により整備する方向で平成17年度から検討を開始し、
平成18年度に「戦略企画室」に「運動施設改修・開放WG」を置き具体策を練った結
果、運動施設の改修と維持管理をLLPに委ね外部資金により実施することとし、一般
公募、コンペの結果、業務委託業者を選定した。選定された委託業者により第1次整
備事業として2基の時計塔がグラウンドに設置された。

キャンパスの環境の維持・改善のため、平成16年度より学内一斉清掃を行い、
学生・教職員の美化意識を喚起させた。平成17年度にはモニュメントの設置、大学
表札の更新等正門付近の整備、外構の整備、構内標識の整備等を実施し、平成18年
度には樹木・植え込みの剪定を行い、環境美化を図った。

快適で安全な構内環境を目指して、バリアフリー化を推進するとともに、ISO14
001の取得を目指した環境改善を心がけ、光熱水量の削減、ゴミの排出抑制、コピー
用紙の削減及び再使用等を推進し、平成17年度には「環境に関する埼玉大学の方針」
を策定し学内に周知させた。総合教育棟の改修整備に際して、自動ドア、身障者用
トイレ、エレベータ等の設置に加え、段差をなくしバリアフリー化を図った。経済
学部棟に身障者トイレを設置するとともに、教育学部A棟玄関及び大学会館北側にス
ロープを取り付け、バリアフリー化に努めた。

施設等の有効活用及び管理維持に関して、全学的な視点から講義室等の整備、
情報化を企画し、平成18年度に教養教育棟にマルチメディア室を整備した。学生支
援、国際交流、地域貢献等に必要な施設・設備は、既存施設を改修して有効活用す
ることとし、平成18年度に大学会館１階に大学情報を発信するインフォメーション
コーナーの設置を行うなどした。

B安全管理
労働安全衛生法等に基づいた安全管理体制の構築に関して、平成16年度に安全

衛生委員会を設置し、平成17年度に安全対策マニュアルを策定し、これに基づいた
安全管理の徹底を図った。産業医、衛生管理者及び衛生推進者による定期巡視の報
告により厳格な管理を実施している。平成17年度に「国立大学法人埼玉大学毒物及
び劇物取扱い要項」を改正し、薬品管理システムにより薬品を管理することとした。
平成17年度に衛生管理者資格を新たに7名が取得し、この資格保有者の本学の必要数
は3名のところ、累計資格取得者が26名に達した。受動喫煙防止のため、喫煙場所の
見直しを行った。

構内の交通安全に関して守衛による巡回指導を徹底した。駐輪場の照明を改善
し夜間の安全を図った。災害危機対策に係る年次計画を立て対策を講じた。

平成18年度にアスベスト入り機器什器類及び吹きつけアスベストが発見され、
これらの処分・撤去を実施した。交通安全の視点から点検を行い、県警察本部、市
当局等と折衝の結果、平成18年度に正門前交差点の横断歩道及び歩行者用信号の設
置がなされた。

平成16年度から、盗難事故等の防止のため、電磁自動ロックシステム、入退室
システム導入等のセキュリティ対策を順次実施した。

（２）国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた、大学運営を円滑に進
めるための様々な工夫
Aキャンパスマスタープラン

有効利用、プリメンテナンス等を考慮した長期的な設備・施設の整備計画を進
めるため、「施設利用・点検評価システム」により点検の上、学外有識者を加えた「キ
ャンパスマスタープラン検討ワーキング」を発足させ、「キャンパスマスタープラン
2007」を策定した。施設設備の全ての整備計画はこのプランに基づき立案すること
とした。良好で快適なキャンパス環境の形成のため、特に学生用トイレの改修、身
体障害者に配慮したバリアフリー設備の整備、構内美化に努めた。
BPFI手法の導入

施設整備のため、PFI事業等新たな手法の導入を試みた。学生・教職員の福利厚
生の充実を目指して、平成17年度に大学会館1階を改装経費出店者負担でコンビニエ
ンス・ストアに改修した。通常の店舗だけでなく、勉学のためのデスクコーナー、
談笑できるカフェコーナー等を整備し、快適な空間の創出に努めた。当該コンビニ
エンス・ストアは平成18年4月に開店した。

体育施設については、有限責任事業組合（LLP）により整備することとし「運動
施設改修・開放WG」を置き具体策を練った結果、運動施設の改修と維持管理を外部
資金により実施することとし、一般公募、コンペの結果、業務委託業者を選定した。
選定された委託業者により第1次整備事業として2基の時計塔がグラウンドに設置さ
れた。
C安全衛生の徹底

労働安全衛生法等に基づいた安全管理体制を整備し、安全対策マニュアルによ
る安全管理の徹底を図った。教育研究用の薬品は、全学としての薬品管理システム
により保管管理することとした。

（３）自己点検・評価の過程で、中期計画・中期目標を変更する必要がある、ある
いは、変更について検討する必要があると考えられる場合は、その状況

該当なし

（４）中期目標の達成に向けて支障が生じている（あるいは生じるおそれがある）
場合には、その状況、理由（外的要因を含む）

該当なし
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埼玉大学

【平成19事業年度】
（１）法人化のメリットを活用し、大学運営の活性化を目指した、財政、組織、人
事等の面での特色ある取組
A施設設備の整備・活用
施設パトロールによる点検に基づき施設整備を実施した。第2次国立大学等施設

緊急整備5カ年計画に基づき平成18年度に策定された第2次埼玉大学施設緊急整備5カ
年計画を「キャンパスマスタープラン2007」との整合を図りながら推進することと
し、旧教育学部A・B棟の大規模改修を行い、これにより全学共用スペース及びプロ
ジェクト研究用スペースを2539m2確保した。施設の老朽化に対応して、付属中学校特
別教室棟の改修、経済学部研究棟エレベータの更新等を実施した。

有限責任事業組合（LLP）による運動施設の改修を行い、テニスコート6面の整
備を行い、寄付物件として受け入れた。

良好なキャンパス環境形成のため、教職員と学生が連携して構内一斉清掃を実
施しキャンパス全体の美化意識を高めた。樹木の剪定、ゴミ集積場の整備等環境の
美化に努めた。

快適で安全な構内環境を目指して、バリアフリーマップを作成しHP等に表示し
た。また、環境報告書を公表するとともに、環境目標と行動計画をHPで周知を図っ
た。
B安全管理

構内の交通安全、災害時の安全確保を考慮し、一方通行区間を設定するなどの
対策を講じた。盗難や事故等の防止のため引き続きセキュリティ対策を強化した。

（２）国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた、大学運営を円滑に進
めるための様々な工夫
ALLPによる施設整備

外部資金の活用による運動施設の整備として、LLPによるテニスコート6面の改
修整備を行った。
B環境美化意識の浸透

教職員・学生が一体となって一斉清掃を実施、大学HPに環境報告書を公表、環
境目標・行動計画を周知させるなど、教職員・学生の美化意識の高まりを促進した。
C安全管理

災害時の安全確保、構内の交通安全に配慮した通行システムを設定した。盗難、
事故等の防止のため引き続きセキュリティ対策を施した。

（３）自己点検・評価の過程で、中期計画・中期目標を変更する必要がある、ある
いは、変更について検討する必要があると考えられる場合は、その状況

該当なし

（４）中期目標の達成に向けて支障が生じている（あるいは生じるおそれがある）
場合には、その状況、理由（外的要因を含む）

該当なし

２．共通事項に係る取組状況

【平成16～18事業年度】
（その他業務運営に関する重要事項の観点）

（１）施設マネジメント等が適切に行われているか。
副学長の下に学外有識者を加えた「キャンパスマスタープラン検討ワーキング」

を発足させ、「キャンパスマスタープラン2007」を策定した。施設設備の全ての整
備計画はこのプランに基づき「戦略企画室」が立案することとした。文部科学省
が定めた第2次国立大学等施設緊急整備5ヵ年計画に基づく埼玉大学施設緊急整備5
ヵ年計画は、「キャンパスマスタープラン2007」との整合を図った上、施設整備を
推進した。これにより、施設の老朽化・狭隘化への対応、耐震診断及び耐震補強
工事の実施等大規模改修整備の年次計画が策定、推進された。平成16年度補正予

算で総合教育棟の大規模改修、平成18年度に付属中学校並びに同特別教室棟の大
規模改修整備など順次実施された。

施設整備等にPFI事業等新たな整備手法の導入を図り、平成17年度に大学会館を
改装経費出店者負担で改修し、翌年度よりコンビニエンスストアを置いた。また、
運動施設改修には有限責任事業組合（LLP）を用いることとし、公募により業務委
託業者を決定し、平成18年度にグラウンドに2基の時計台を設置させた。

構内美化、バリアフリー化、環境配慮対策等、順次実施した。

（２）危機管理への対応が適切にとられているか
労働安全衛生法等に基づいた安全管理に関して、安全衛生委員会を設置し、平

成17年度に安全対策マニュアルを策定し、これに基づいた安全管理の徹底を図っ
た。産業医、衛生管理者及び衛生推進者による定期巡視により厳格な管理を実施
した。平成17年度に「国立大学法人埼玉大学毒物及び劇物取扱い要項」を改正し、
薬品管理システムにより薬品を管理することとした。災害危機対策の推進のため
平成17年度に「災害危機対策室」を設置し、年次計画を策定するとともに災害時
対応の対策を講じた。

構内の交通安全、盗難事故等の防止の対策を順次実施した。

（３）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか
当該評価結果は全学運営会議及び教育研究評議会に報告され、また、全教職員

に通知されるとともに大学HPで公表されている。評価結果を踏まえ、次年度以降
の計画立案・推進に取り組んでいる。

【平成19事業年度】
（その他業務運営に関する重要事項の観点）

（１）施設マネジメント等が適切に行われているか。
学長の下に施設マネジメントを統括する「キャンパス整備管理室」を置き、「戦

略企画室」との連携により「キャンパスマスタープラン2007」に基づく施設整備
計画が進められ、大規模改修の概算要求により平成18年度補正予算で教育学部A・
B棟の耐震補強改修がなされた。その他の構内整備が順次なされた。学生寮の整備
手法として長期借入金による方法の検討を開始した。

民間資金を活用したLLPによる運動施設の改修整備により、テニスコート6面が
完成し、寄付物件として受け入れた。

快適で安全な構内環境を目指して、バリアフリーマップを作成しHP等に表示し
た。また、環境報告書を公表するとともに、環境目標と行動計画をHPで周知を図
った。各部局及び附属学校園に「環境推進委員」を置き、「環境負荷削減取組みチ
ェックリスト」を用いて環境改善の取組を進めた。

（２）危機管理への対応が適切にとられているか
「災害危機対策室」による災害危機対策を年次計画に従って順次実施するとと

もに、平成19年11月27日に全学一斉避難訓練を実施し、一時避難場所に4千名以上
の学生が避難した。地震等災害時の飲料水確保のため、学内自動販売機設置業者
と「災害時飲料提供協定」を締結し、無償で提供を受けることとした。

研究費の不正使用防止に関して、「埼玉大学における研究費の不正使用防止等に
関する規程」を制定し、学長の下に「研究費不正使用防止推進室」を置き、防止
計画を定め、物品等の発注・検収に関する権限と責任を明確にし、厳格に遂行す
ることとした。

（３）従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか
当該評価結果は全学運営会議及び教育研究評議会に報告され、また、全教職員

に通知されるとともに大学HPで公表されている。評価結果を踏まえ、次年度の計
画立案・推進に取り組んでいる。
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